
桑名市書かない窓口の運用に係る申請書等の特例に関する規則をここに公布する。 

令和７年 12 月 26 日 

桑名市長 伊 藤 徳 宇   

桑名市規則第 50 号 

桑名市書かない窓口の運用に係る申請書等の特例に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、書かない窓口（市役所窓口での申請、届出等の手続において、職員が来庁者か

らの聞き取りにより申請書等を作成する窓口支援システムをいう。以下同じ。）を使用して作成する

申請書等について、その特例を定めるものとする。 

（申請書等の特例） 

第２条 書かない窓口を使用して申請書等を作成するときは、例規で定める様式にかかわらず、それ

ぞれ当該例規で定める様式に準じて作成した申請書等を用いることができるものとする。この場合

において、当該例規で定める様式の変更は、様式の目的に照らして必要最小限のものとなるよう努

めなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、第２条の規定によりなされた申請書等の様式の変更及びこれ

に基づく手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。 

  


